
島根県立江津高等学校 部活動に係る活動方針

１．基本方針

（１）学業と部活動の両立を図り，学校生活の充実を図る。

（２）生徒の自主性，自発性に基づいた活動を通して，生涯にわたり豊かなライフ

ステージを実現するための能力を育成する。

（３）技術，競技力の向上はもとより，仲間と協力し，楽しむことを味わう。

「部活動目標」
１．集団活動を通して，豊かな人間性と社会性を育成し協働できる力を育てる

２．明るく充実した学校生活を展開し，生涯スポーツに親しむ基礎づくりを行う

３．自他の価値やよさを深く捉える力を育成し，豊かな文化的教養を深める

２．本年度の部活動

（１）設置部活動
バレーボール部（女子），ソフトテニス部（男女），野球部（男子）
ソフトボール部（女子），ハンドボール部（男女），水球部（男子）
サッカー部（男子）
吹奏楽部，芸術部（美術・書道），生活科学部，茶道部，［神楽愛好会］

（２）活動時間・休養日等
①活動時間 学 期 中 平日：３時間程度 週休日等：４時間程度

長期休業中 ４時間程度
②休 養 日 学 期 中 週当たり１日以上

長期休業中 週当たり１日以上
③そ の 他 原則として，定期試験1週間前からは休養日とする

総体等の大会前，合宿や遠征，練習試合を実施する際，基準を超えて
活動する場合は，部員および保護者の了解を得て活動する。

（３）大会参加について
①高体連・高文連が主催・共催・後援する大会
②その他の大会については校長が許可したもの
③各部が参加する大会については，各部の年間計画に記載

３ .部活動運営について

（１）安全管理と事故防止
①生徒の健康管理の把握を行う。
②事故の未然防止のため，施設・設備の点検を行う。
③危機管理体制の徹底を行う。

【部活動の事故防止と処理】（部活動顧問会議資料より）

Ⅰ．学校全体の取り組み
１．生徒の健康管理の把握と関係教師への周知徹底を行う

健康診断の結果や中学校からの健康診断票等から，運動要注意者の状況を関係教師，保護者に周
知徹底する

２．運動要注意者，心臓疾患者等には精密検査を受診させる
３．学校のすべての教育計画の立案に当っては，安全確保を優先する
４．施設，設備，用具の点検整備を定期的に行う
５．救急施設・設備の充実と点検・補充を行う

６．傷病，事故発生に対する連絡体制を確立する
Ⅱ．事故防止について
１．健康状態の把握

①心臓，肺臓の異常や疾患，貧血，アレルギー疾患，喘息，てんかん等，
特に，運動と深い関係の症状の有無を確認しておく

②大会への参加前の健康診断（必要に応じて）



③その日の健康状態を観察し，事故防止に努める
２．施設・設備・用具の安全点検（生徒にも点検させ報告させる）

３．適切な指導計画，年間計画等を立案する
部員の性別・技術・体力等を考慮し，無理のない活動を行うとともに，留意すべき事項
を指導書や手引書によってあらかじめ検討し，必要に応じて体育科教員の意見等を取り
入れて練習計画を立案する

４．適切な指導を行う

練習中は統制ある行動をとらせ，事故の防止に努める
特に初心者の指導には万全を期する

顧問がやむを得ずその場を離れる場合には，練習の内容を制限，あるいは変更する等
安全の処置を指示し実行させる

Ⅲ．事故処理について
１．救急処置

養護教諭，保健主事に通報するとともに，協力して迅速適切な処置を行う
状況によっては直接病院へ連れて行くなどして，処置が遅れないようにする
少しでも不安があれば，医師の診断を受ける

２．校長・教頭への報告，学級担任・学年主任への連絡，保護者への連絡を必ず行う
３．部活動中・通学中の怪我は、スポーツ振興センターの保険の対象となる

本人に，保健室に行き、保険金を受け取るための手続きをするように伝える
（別途，大会要項・月毎の予定表などが必要となる）

※「ＡＥＤ」：保健室、職員室前、ピロティ（印刷室外壁）の３か所に設置

（２）保護者の理解と協力
保護者の理解と協力は，部活動の運営上欠かすことができない大切な要素で
あるため，活動計画等を明確にし，常に保護者の理解を得られるよう連絡・
報告を行う。

（３）体罰等の根絶
部活動指導者は，いかなる理由があっても，部活動での指導で体罰や暴言を
正当化することは誤りであり，決して許されないものであるとの認識を持ち，
体罰や暴言等のない指導に徹する。

４ .その他

【緊急時の連絡体制】

以下フロー図（平日・休日）



緊急時の連絡体制（平日）

初期対応 ◎傷病者の生命を重んじ

事故発生 臨機応変に対応する。
○安全確保 ◎全体を把握するリーダー

を決め，リーダーの指示
○協力要請や指示 のもとに分担して動く。

◎寄宿舎も同様とする。

○症状の確認 発見者
意識・呼吸・脈拍 近くの教員や生徒に連絡させる

外傷・出血の有無

○救急処置 職員室 保健室 への通報
保温，気道確保、止血
蘇生法（AED使用）など

＊担 架：①保健室前 保健主事 担 任 教 頭
②体育館 養護教諭

＊ＡＥＤ：①保健室前 居 合 わ せ た 教

②体育分室 員 （警察）

保護者 校 長
※周りの教員 へ
・周辺生徒への指示 校医 連絡
・救急車の誘導 緊急度の判断
・公用車係 など 場合によって

は、県報告

応急手当

約１０分

救急車の要請 医療機関へ搬送 応急手当のみ

①外線を押す。 生命にはかかわらないが、直ちに医 急を要さないが，医療機関

②局番なしの １１９ 療機関の受診が必要 の受診が必要

または ５２－０１１９

③「救急車をお願いします。」 ①運搬方法について ①本人への指導

④ 学校名：島根県立江津高等学校 誰が，どんな方法で ②保護者への連絡

場所：江津市都野津町２９３番地 ②保護者へ連絡 （場合によっては迎えに来

電話番号：５３－０５５３ 事故の状況について てもらう）

「私の携帯電話の番号は」 かかりつけの医療機関の確認

通報者名：「私は○○です。」 病院へ来てもらうよう要請

⑤事故の状況，人数，性別，学年（年齢） ③医療機関へ連絡

①いつ，どこで，どうした，意識の有無 医師の在宅を確認

⑦救急隊員への連絡 救急処置の指示を受ける 浜田タクシー
救急処置の内容，持病があれば病名 ④タクシーを依頼 ５２－２０００

※救急車到着後，同乗者は時系列にそって 保健調査票，携帯持参 日本交通江津営業所
状態を救急隊に報告 場合によっては自家用車 ５２－２５４０

付添 搬送 事後報告 帰校後管理職へ報告、対応を記録する

江津工業高校桑蓬寮 ５２－２４５６

済生会江津総合病院 ５４－０１０１ 災害報告書の作成

能美医院 ５３－０４５６ Ｆ５３－３９１０

多田歯科医院 ５３－０７３６

川島耳鼻咽喉科医院 ５２－３９３３

鈴木内科眼科医院 ５２－３７３９（和木町）

山脇整形外科医院 ５２－５５３０

沖田敬川クリニック ５３－００５０

西部島根心身障害医療福祉ｾﾝﾀｰ ５２－２４４２

浜田医療センター (0855)２５－０５０５



緊急時の連絡体制（休日）

事故発生

初期対応

○安全確保 発見者

○協力要請や指示

○症状の確認 教員を呼ぶ
意識・呼吸・脈拍
外傷・出血の有無

当日または翌日報告

○救急処置 部活動顧問 居合わせた教員
保温，気道確保，止血
蘇生法（AED使用）など

担 任 または 養護教諭
＊担 架：①保健室前

②体育館 緊急度の判断 保護者へ
＊ＡＥＤ：①保健室前 連絡 教 頭 災

②管理棟渡廊下側壁 害
報

校 長 告

書
約１０分 の

作

救急車の要請 医療機関へ搬送 応急手当 成

緊急時の連絡体制（登下校時）

事故発生

学校への通報

救急処置

医療機関 担 任 生徒部長 養護教諭 教 頭
への搬送

校 長
情報収集

医療機関 家庭・警察より

目撃者から聞き取り 場合によって
県報告

生徒の状態の確認

災害報告書の作成


